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市報さいたまの掲載原稿様式の変更について 

 

日頃より、本市スポーツ・レクリエーションの普及・振興にご尽力いただきありがとうございます。 

市民対象の事業に関しては、市報を通して広く広報を行っていただいているところですが、平成２７年６月

号から市報の原稿様式が変更になることとなりましたので、お知らせします。原稿様式の変更に伴い、原稿

提出締切や原稿記入内容も変わりますので、あわせてご連絡します。新たな原稿様式や締切についても、

これまでと同様、順守いただきますようお願い申し上げます。なお、校正方法はこれまでどおりとなります。 

 

記 

 

◼ 市報掲載依頼原稿の様式について 

これまでの依頼原稿様式と下記が変更となります。新しい原稿様式と原稿の記入については別添の書

類をご覧ください。 

＜変更点＞ 

 ・「他の参加者」欄、「託児」欄、「持ち物」欄、「募集要項・申込書の配布」欄、「ホームページでの申込 

みの有無」欄が追加となりました。 

 ・「対象」、「選考方法」（抽選か、先着か等）、「費用」、「申込方法」（はがきか、電話か等）、「申込み結 

果の連絡」（全員に連絡か、参加できない方のみに連絡か等）は、選択方式へ変更になりました。 

  該当する箇所にチェックをつける方式となっています。 

 

■ 掲載希望原稿の提出締切について 

スポーツ振興課から市報発行を担当している広報課への提出締切が早まる都合上、締め切りは、これま

での掲載希望月の３ヶ月前の月末から、掲載希望月の３ヶ月前の２０日とします。 

例 ： ６月号の掲載希望原稿の提出締切日は３月２０日となります。 

 

◼ 先着順の受け付け方法について 

参加者の選考方法が先着順の場合は、はがきでの受け付けは原則不可となります。はがきの場合は、

指定した申し込み受け付け開始日より早く届いてしまう可能性があるためです。 

ご注意ください。 

 

 

 

 



◼ 以前よりお知らせしている市報掲載依頼の際の注意事項 

 

1. 市報へは市民対象の事業の掲載となります。区ごとに開催される事業に関しては、区版への掲載としま

す。 

2. 市報への掲載についてお約束はできかねます。掲載できなかった場合も含めて広報の計画を立てるよ

うにしてください。 

3. 同じ団体より市報の掲載の仕方について何度も別の方から質問が入ることがあります。各団体の事務

局で取りまとめをして内容を精査したうえで提出してください。 

4. 掲載希望が多い場合には市報への掲載を見合わせる場合がございます。 

5. 原則的に、種目団体については市を統括する組織の事業とします。市協会および市連盟に所属する

支部の事業に関しては対象外となります。 

市協会および連盟が主催で、主管が各支部の場合は総合的に判断してお受けする場合があります。 

その場合にも、市協会および連盟の事務局が市報掲載依頼について把握してください。 

6. 同じ月に同じ種目の複数の支部から原稿を提出する場合には、各々提出せずに、種目団体として 1つ

の記事にまとめてください。 

7. 催事の性質が「旅行業法の旅行」に関連する場合は、掲載を見合わせる場合がありますので、不明な

点はお問合せください。 

8. 原稿様式末尾に記載されている個人情報に関する注意事項に署名の上、原稿を提出してください。 

9. 原稿は添付の様式を使用してください。また、記入の仕方を順守してください。 

原稿の提出様式についてはデータ版もあります。希望する場合には、お申し付けください。 

 

以上 

 

 

スポーツ協会加盟団体においては、市民スポーツ大会・自主事業の別なく、市報への掲載依頼はス

ポーツ振興課宛になります。 



 

 

【原稿掲載の流れ】 
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市 報 発 行 

 

 

★ 誌面が限られているため、ご希望の記事が掲載できないことがあります。 

市報の掲載をお約束はできかねますので、予めご了承ください。 

★ 市報に掲載できない場合も含め、各団体で広報の仕方をご検討ください。 

 

 

原稿提出および問合せ先 

さいたま市 スポーツ振興課 スポーツ支援係 

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

TEL：０４８-８２９-１０５８ FAX：０４８-８２９-１９６９ 

E-mail：sports-shinko@city.saitama.lg.jp 

①
原
稿
提
出 

（掲
載
希
望
月
の
３
ヶ
月
前
の
２
０
日
締
切
） 

②
校
正
原
稿
の
送
付 

（
掲
載
希
望
月
の
前
月
初
旬
） 

③
校
正
結
果
の
連
絡 

結果は必

ず連絡し

てください 

④
（
校
正
が
発
生
し
た
場
合
） 

再
校
正
原
稿
の
送
付 

⑤
再
校
正
結
果
の
連
絡 

結果は必

ず連絡し

てください 


